
 

別表第１ 

旧規則 改正規則 （H23年８月施行）

別表第１(第３条及び第４条)対象事業 別表第１(第３条及び第４条)第１分類事業及び第２分類事業 

事業の種類 第１分類事業の要件 第２分類事業の要件 事業の種類 第１分類事業の要件 第２分類事業の要件 

１ 道路の

建設 

(1) 高速自動車国道法

(昭和 32 年法律第 79

号)第４条第１項の高

速自動車国道(以下

「高速自動車国道」と

いう。)の新設(新たに

起点又は終点を設定

して高速自動車国道

を建設することをい

う。以下同じ。)の事

業 

 １ 道路の

建設 

削除  

 (2) 高速自動車国道の

改築(新たに起点及び

終点を設定すること

なく高速自動車国道

を建設することをい

う。以下同じ。)の事

業であって、車線(道

路構造令(昭和 45 年

政令第320 号)第２条

第５号の車線のうち、

同条第７号の登坂車

線、同条第８号の屈折

車線及び同条第９号

の変速車線を除く。以

下同じ。)の数の増加

を伴うもの又は高速

自動車国道と交通の

用に供する施設を連

結させるための高速

自動車国道の施設(以

下「インターチェン

ジ」という。)を設け

ようとするもの 

  (1) 高速自動車国道法

(昭和 32 年法律第 79

号)第４条第１項の高

速自動車国道(以下

「高速自動車国道」と

いう。)の改築の事業

であって、車線(道路

構造令(昭和 45 年政

令第320 号)第２条第

５号の車線のうち、同

条第７号の登坂車線、

同条第８号の屈折車

線及び同条第９号の

変速車線を除く。以下

同じ。)の数の増加を

伴うもの又は高速自

動車国道と交通の用

に供する施設を連結

させるための高速自

動車国道の施設(以下

「インターチェンジ」

という。)を設けよう

とするもの 

 

 (3) 道路整備特別措置

法(昭和 31 年法律第

７号)の規定により東

日本高速道路株式会

社、首都高速道路株式

会社、中日本高速道路

株式会社、地方道路公

社若しくは道路管理

者が設置する道路(高

速自動車国道を除

く。)又は道路法(昭和

  (2) 道路法(昭和27 年

法律第180号)第48条

の２第１項又は第２

項に規定する自動車

のみの一般交通の用

に供する道路又は道

路の部分 (以下「自動

車専用道路」という。)

の新設の事業 

 



 

27年法律第180号)第

48 条の２第１項の規

定に基づく指定を行

おうとする同法第 48

条の４第１項の自動

車専用道路(以下「自

動車専用道路」とい

う。)の新設(新たに起

点又は終点を設定し

て自動車専用道路を

建設することをいう。

以下同じ。)の事業 

 (4) 道路整備特別措置

法の規定により東日

本高速道路株式会社、

首都高速道路株式会

社、中日本高速道路株

式会社、地方道路公社

若しくは道路管理者

が設置する道路(高速

自動車国道を除く。)、

道路法第48 条の２第

１項の規定に基づく

指定を行おうとする

道路又は同条第２項

の規定に基づく指定

が行われた自動車専

用道路の改築(新たに

起点及び終点を設定

することなく自動車

専用道路を建設する

ことをいう。以下同

じ。)の事業であって、

車線の数の増加を伴

うもの 

 

 

 (3) 自動車専用道路の

改築の事業であって、

車線の数の増加を伴

うもの 

 

 (5) 道路運送法(昭和

26年法律第183号)第

２条第８項の自動車

道(以下「自動車道」

という。)の新設(新た

に起点又は終点を設

定して自動車道を建

設することをいう。)

の事業 

  削除 

 

 

 (6) 自動車道の改築

(新たに起点及び終点

を設定することなく

自動車道を建設する

ことをいう。)の事業

であって、車線に相当

するもの(以下「車線

  削除 

 

 



 

相当部」という。)の

数の増加を伴うもの 

 (7) 道路交通法(昭和

35年法律第105号)第

２条第１項第１号の

道路(以下「道路交通

法の道路」という。)

の新設(新たに起点又

は終点を設定して道

路交通法の道路を建

設することをいう。以

下同じ。)の事業であ

って、車線又は車線相

当部(以下「車線等」

という。)の数が４以

上で、かつ、長さが３

キロメートル以上で

あるもの((1)、(3)及

び(5)に掲げる要件に

該当するものを除

く。) 

(1) 道路交通法の道路

の新設の事業であっ

て、車線等の数が４

以上で、かつ、長さ

が2.5 キロメートル

以上３キロメートル

未満であるもの(こ

の項の第１分類事業

の要件の欄の(1)、

(3)及び(5)に掲げる

要件に該当するもの

を除く。) 

 (4) 道路交通法(昭和

35年法律第105号)第

２条第１項第１号の

道路(以下「道路交通

法の道路」という。)

の新設の事業であっ

て、車線又は車線に相

当するもの(以下「車

線等」という。)の数

が４以上で、かつ、長

さが３キロメートル

以上であるもの((2)

に掲げる要件に該当

するものを除く。) 

(1) 道路交通法の道路

の新設の事業であっ

て、車線等の数が４

以上で、かつ、長さ

が2.5 キロメートル

以上３キロメートル

未満であるもの(こ

の項の第１分類事業

の要件の欄の(2)に

掲げる要件に該当す

るものを除く。) 

 (8) 道路交通法の道路

の改築(新たに起点及

び終点を設定するこ

となく道路交通法の

道路を建設すること

をいう。以下同じ。)

の事業(車線等の数の

増加を伴うものに限

る。以下同じ。)であ

って、改築後の車線等

の数が４以上で、か

つ、改築に係る部分の

長さが３キロメート

ル以上であるもの

((2)、(4)及び(6)に掲

げる要件に該当する

ものを除く。) 

(2) 道路交通法の道路

の改築の事業であっ

て、改築後の車線等

の数が４以上で、か

つ、改築に係る部分

の長さが2.5 キロメ

ートル以上３キロメ

ートル未満であるも

の(この項の第１分

類事業の要件の欄の

(2)、(4)及び(6)に掲

げる要件に該当する

ものを除く。) 

 (5) 道路交通法の道路

の改築の事業(車線等

の数の増加を伴うも

のに限る。以下同じ。)

であって、改築後の車

線等の数が４以上で、

かつ、改築に係る部分

の長さが３キロメー

トル以上であるもの

((1)及び(3)に掲げる

要件に該当するもの

を除く。) 

(2) 道路交通法の道路

の改築の事業であっ

て、改築後の車線等

の数が４以上で、か

つ、改築に係る部分

の長さが2.5 キロメ

ートル以上３キロメ

ートル未満であるも

の(この項の第１分

類事業の要件の欄の

(1)及び(3)に掲げる

要件に該当するもの

を除く。) 

２ 鉄道及

び軌道の

建設 

(1) 鉄道事業法(昭和

61 年法律第 92 号)第

２条第１項の鉄道事

業の用に供する鉄道

(以下「鉄道」という。)

及び軌道法(大正 10

年法律第 76 号)の適

用を受ける軌道(以下

「軌道」という。)の

新設(新たに起点又は

終点を設定して鉄道

及び軌道を建設する

ことをいう。以下同

 ２ 鉄道及

び軌道の

建設 

(1) 鉄道事業法(昭和

61 年法律第 92 号)第

２条第１項の鉄道事

業の用に供する鉄道

(以下「鉄道」という。)

又は軌道法(大正 10

年法律第 76 号)の適

用を受ける軌道(以下

「軌道」という。)の

建設の事業 

 



 

じ。)の事業 

 (2) 鉄道及び軌道の改

良(新たに起点及び終

点を設定することな

く鉄道及び軌道を建

設することをいう。以

下同じ。)の事業であ

って、線路の増設又は

延長が１キロメート

ル以上の高架化、地下

化若しくは堀割化を

伴うもの 

  (2) 鉄道又は軌道の改

良の事業であって、本

線路の増設(１の停車

場に係るものを除

く。)又は長さが１キ

ロメートル以上の高

架化、地下化若しくは

堀割化を伴うもの 

 

３ 工場及

び事業場

の建設 

(1) 工場立地法(昭和

34 年法律第 24 号)第

６条第１項の特定工

場(電気供給業に係る

工場又は事業場を除

く。以下「特定工場」

という。)の新設の事

業であって、排出水

(水質汚濁防止法(昭

和45年法律第138号)

第２条第５項の排出

水をいう。以下同じ。)

の量(間接冷却水を除

く１日当たりの平均

の量をいう。以下「排

水量」という。)が

1,000立方メートル以

上であるもの、横浜市

生活環境の保全等に

関する条例(平成 14

年 12 月横浜市条例第

58号)第３条第２項第

８号の指定施設を定

格能力で運転する場

合に使用される原料

及び燃料の量をこの

表の備考１に定める

ところにより重油の

量に換算した量の１

時間当たりの合計量

(以下「燃料使用量」

という。)が４キロリ

ットル以上であるも

の又は敷地面積が３

ヘクタール以上であ

るもの 

(1) 特定工場の新設の

事業であって、排水量

が 750 立方メートル

以上 1,000 立方メー

トル未満であるもの、

燃料使用量が３キロ

リットル以上４キロ

リットル未満である

もの又は敷地面積が

2.5ヘクタール以上３

ヘクタール未満であ

るもの 

３ 工場及

び事業場

の建設 

(1) 工場立地法(昭和

34 年法律第 24 号)第

６条第１項の特定工

場(電気供給業に係る

工場又は事業場を除

く。以下「特定工場」

という。)の新設の事

業であって、排出水

(水質汚濁防止法(昭

和45年法律第138号)

第２条第６項の排出

水をいう。)の量(間接

冷却水を除く１日当

たりの平均の量をい

う。以下「排水量」と

いう。)が1,000 立方

メートル以上である

もの、横浜市生活環境

の保全等に関する条

例(平成14年12月横

浜市条例第 58 号)第

３条第２項第８号の

指定施設を定格能力

で運転する場合に使

用される原料及び燃

料の量をこの表の備

考１に定めるところ

により重油の量に換

算した量の１時間当

たりの合計量(以下

「燃料使用量」とい

う。)が４キロリット

ル以上であるもの又

は敷地面積が３ヘク

タール以上であるも

の 

(1) 特定工場の新設の

事業であって、排水量が

750 立方メートル以上

1,000立方メートル未満

であるもの、燃料使用量

が３キロリットル以上

４キロリットル未満で

あるもの又は敷地面積

が 2.5 ヘクタール以上

３ヘクタール未満であ

るもの 

 (2) 特定工場の増設

(敷地面積若しくは建

(2) 特定工場の増設の

事業であって、排水量

 (2) 特定工場の増設

(敷地面積若しくは建

(2) 特定工場の増設の

事業であって、排水量



 

築物の建築面積を増

加し、又は既存の施設

の用途を変更するこ

とにより特定工場に

なる場合を含む。)の

事業であって、排水量

が 1,000 立方メート

ル以上増加するもの、

燃料使用量が４キロ

リットル以上増加す

るもの又は敷地面積

が３ヘクタール以上

増加するもの 

が 750 立方メートル

以上 1,000 立方メー

トル未満増加するも

の、燃料使用量が３キ

ロリットル以上４キ

ロリットル未満増加

するもの又は敷地面

積が 2.5 ヘクタール

以上３ヘクタール未

満増加するもの 

築物（建築基準法（昭

和25年法律第201号）

第２条第１号の建築

物をいう。以下同じ。）

の建築面積を増加し、

又は既存の施設の用

途を変更することに

より特定工場になる

場合を含む。以下同

じ。)の事業であって、

排水量が 1,000 立方

メートル以上増加す

るもの、燃料使用量が

４キロリットル以上

増加するもの又は敷

地面積が３ヘクター

ル以上増加するもの 

が 750 立方メートル

以上 1,000 立方メー

トル未満増加するも

の、燃料使用量が３キ

ロリットル以上４キ

ロリットル未満増加

するもの又は敷地面

積が 2.5 ヘクタール

以上３ヘクタール未

満増加するもの 

４ 電気工

作物の建

設 

(1) 電気事業法(昭和

39年法律第170号)第

２条第１項第16 号の

電気工作物(以下「電

気工作物」という。)

のうち、発電(火力又

は原子力を原動力と

するものに限る。)の

ために設置する電気

工作物であって同項

第１号の一般電気事

業(以下「一般電気事

業」という。)又は同

項第３号の卸電気事

業(以下「卸電気事業」

という。)の用に供す

るもの(以下「一般電

気事業等の用に供す

る発電電気工作物」と

いう。)の新設の事業

であって、火力を原動

力とする発電にあっ

ては出力が10 万キロ

ワット以上であるも

の 

(1) 一般電気事業等の

用に供する発電電気

工作物の新設の事業

であって、火力を原

動力とするものにあ

っては出力が7.5 万

キロワット以上10万

キロワット未満であ

るもの 

４ 電気工

作物の建

設 

(1) 電気事業法(昭和

39年法律第170号)第

38 条第３項の事業用

電気工作物(以下「電

気工作物」という。)

のうち、火力を原動力

とする発電用のもの

(６の項に掲げる事業

に含まれるものを除

く。以下「火力発電施

設」という。)の新設

の事業であって、出力

が２万キロワット以

上であるもの 

(1) 火力発電施設の新

設の事業であって、出

力が 1.5 万キロワッ

ト以上２万キロワッ

ト未満であるもの 

 

 (2) 一般電気事業等の

用に供する発電電気

工作物の増設の事業

であって、原子力を原

動力とする発電にあ

っては出力が増大す

るもの、火力を原動力

とする発電にあって

は出力が10 万キロワ

(2) 一般電気事業等の

用に供する発電電気

工作物の増設の事業

であって、火力を原

動力とするものにあ

っては出力が7.5 万

キロワット以上10万

キロワット未満増加

するもの 

 (2) 火力発電施設の増

設の事業であって、出

力が２万キロワット

以上増加するもの 

(2) 火力発電施設の増

設の事業であって、出

力が 1.5 万キロワッ

ト以上２万キロワッ

ト未満増加するもの 



 

ット以上増加するも

の 

 (3) 電気工作物のうち

発電(火力又は原子力

を原動力とするもの

に限る。)のために設

置する電気工作物で

あって電気事業法第

２条第１項第５号の

特定電気事業(以下

「特定電気事業」とい

う。)、同項第７号の

特定規模電気事業又

は同項第11 号の卸供

給(以下「卸供給」と

いう。)の用に供する

もの(３の項及び６の

項に掲げる事業に含

まれるものを除く。以

下「特定電気事業等の

用に供する発電電気

工作物」という。)の

新設の事業であって、

敷地面積が３ヘクタ

ール以上のもの又は

燃料使用量が４キロ

リットル以上である

もの 

(3) 特定電気事業等の

用に供する発電電気

工作物の新設の事業

であって、敷地面積

が３ヘクタール未満

であり、かつ、燃料

使用量が４キロリッ

トル未満であるもの

のうち敷地面積が

2.5 ヘクタール未満

であり、かつ、燃料

使用量が３キロリッ

トル未満であるもの

を除いたもの 

 削除 削除 

 (4) 特定電気事業等の

用に供する発電電気

工作物の増設の事業

であって、敷地面積が

３ヘクタール以上増

加するもの又は燃料

使用量が４キロリッ

トル以上増加するも

の 

(4) 特定電気事業等の

用に供する発電電気

工作物の増設の事業

であって、敷地面積

の増加が３ヘクター

ル未満であり、かつ、

燃料使用量の増加が

４キロリットル未満

であるもののうち敷

地面積の増加が 2.5

ヘクタール未満であ

り、かつ、燃料使用

量の増加が３キロリ

ットル未満であるも

のを除いたもの 

 削除 削除 

 (5) 電気設備に関する

技術基準を定める省

令(平成9 年通商産業

省令第 52 号)第１条

第４号の変電所(以下

「変電所」という。)

の新設の事業であっ

て、敷地面積が３ヘク

(5) 変電所の新設の事

業であって、敷地面

積が2.5 ヘクタール

以上３ヘクタール未

満であるもの 

 (3) 電気設備に関する

技術基準を定める省

令(平成９年通商産業

省令第 52 号)第１条

第４号の変電所(以下

「変電所」という。)

の新設の事業であっ

て、敷地面積が３ヘク

(3) 変電所の新設の事

業であって、敷地面

積が2.5 ヘクタール

以上３ヘクタール未

満であるもの 



 

タール以上であるも

の 

タール以上であるも

の 

 (6) 変電所の増設の事

業であって、敷地面積

が３ヘクタール以上

増加するもの 

(6) 変電所の増設の事

業であって、敷地面積

が 2.5 ヘクタール以

上３ヘクタール未満

増加するもの 

 (4) 変電所の増設の事

業であって、敷地面積

が３ヘクタール以上

増加するもの 

(4) 変電所の増設の事

業であって、敷地面積

が 2.5 ヘクタール以

上３ヘクタール未満

増加するもの 

５ 自然科

学研究所

の建設 

(1) 科学技術(人文科

学のみに係るものを

除く。)に関する研究、

試験又は検査を行う

施設(３の項に掲げる

事業に含まれるもの

を除く。以下「自然科

学研究所」という。)

の新設の事業であっ

て、当該新設する部分

の敷地面積が３ヘク

タール以上で、かつ、

当該新設する部分に

ついて、化学物質等を

使用する施設として

法令等の規定に基づ

く届出を要するもの 

(1) 自然科学研究所の

新設の事業であ っ

て、当該新設する部分

の敷地面積が 2.5 へ

クタール以上３ヘク

タール未満で、かつ、

当該新設する部分に

ついて、化学物質等を

使用する施設として

法令等の規定に基づ

く届出を要するもの 

 

 

５ 自然科

学研究所

の建設 

(1) 洗浄施設又は焼入

施設を設置する水質

汚濁防止法施行規則

(昭和46年総理府・通

商産業省令第２号)第

１条の２各号に掲げ

る事業場(同条第４号

の事業場及び３の項

に掲げる事業に含ま

れるものを除く。以下

「自然科学研究所」と

いう。)の新設の事業

であって、当該新設す

る部分の敷地面積が

３ヘクタール以上で

あるもの 

(1) 自然科学研究所の

新設の事業であ っ

て、当該新設する部分

の敷地面積が 2.5 へ

クタール以上３ヘク

タール未満であるも

の 

 (2) 自然科学研究所の

増設の事業であって、

当該増設する部分の

敷地面積が３ヘクタ

ール以上増加し、か

つ、当該増設する部分

について、化学物質等

を使用する施設とし

て法令等の規定に基

づく届出を要するも

の 

(2) 自然科学研究所の

増設の事業であって、

当該増設する部分の

敷地面積が 2.5 へク

タール以上３ヘクタ

ール未満増加し、か

つ、当該増設する部分

について、化学物質等

を使用する施設とし

て法令等の規定に基

づく届出を要するも

の 

 (2) 自然科学研究所の

増設の事業であって、

当該増設する部分の

敷地面積が３ヘクタ

ール以上増加するも

の 

(2) 自然科学研究所の

増設の事業であって、

当該増設する部分の

敷地面積が 2.5 へク

タール以上３ヘクタ

ール未満増加するも

の 

６ 廃棄物

処理施設

の建設 

(1) 廃棄物の処理及び

清掃に関する法律(昭

和45年法律第137号)

第８条第１項のごみ

処理施設(３の項に掲

げる事業に含まれる

ものを除き、特定電気

事業等の用に供する

発電電気工作物を一

体として併設する場

合を含む。以下「ごみ

処理施設」という。)

の新設の事業であっ

て、処理能力が１日

(1) ごみ処理施設の新

設の事業であって、処

理能力が１日 150 ト

ン以上 200 トン未満

のもの 

  

 

６ 廃棄物

処理施設

の建設 

(1) 廃棄物の処理及び

清掃に関する法律(昭

和45年法律第137号)

第８条第１項のごみ

処理施設(３の項に掲

げる事業に含まれる

ものを除き、火力発電

施設を一体として併

設する場合を含む。以

下「ごみ処理施設」と

いう。)又は同法 第

15 条第１項の産業廃

棄物処理施設(同項に

規定する産業廃棄物

(1) ごみ処理施設又は

産業廃棄物処理施設

のうち、焼却施設の新

設の事業であって、処

理能力が１日75 トン

以上 100 トン未満で

あるもの 



 

200トン以上のもの の最終処分場(以下

「産業廃棄物の最終

処分場」という。)及

び３の項に掲げる事

業に含まれるものを

除き、火力発電施設を

一体として併設する

場合を含む。以下「産

業廃棄物処理施設」と

いう。)のうち、焼却

施設の新設の事業で

あって、処理能力が１

日 100 トン以上であ

るもの 

 (2) ごみ処理施設の増

設の事業であって、処

理能力が１日 200 ト

ン以上増加するもの 

(2) ごみ処理施設の増

設の事業であって、処

理能力が１日 150 ト

ン以上 200 トン未満

増加するもの 

 (2) ごみ処理施設又は

産業廃棄物処理施設

のうち、焼却施設の増

設の事業であって、処

理能力が１日 100 ト

ン以上増加するもの 

(2) ごみ処理施設又は

産業廃棄物処理施設

のうち、焼却施設の増

設の事業であって、処

理能力が１日75 トン

以上 100 トン未満増

加するもの 

 (3) 廃棄物の処理及び

清掃に関する法律第

８条第１項の一般廃

棄物の最終処分場(以

下「一般廃棄物の最終

処分場」という。)の

新設の事業であって、

埋立処分の用に供さ

れる場所の面積(以下

「埋立面積」という。)

が３ヘクタール以上

であるもの 

(3) 一般廃棄物の最終

処分場の新設の事業

であって、埋立面積が

2.5ヘクタール以上３

ヘクタール未満であ

るもの 

 (3) 廃棄物の処理及び

清掃に関する法律第

８条第１項の一般廃

棄物の最終処分場(以

下「一般廃棄物の最終

処分場」という。)又

は産業廃棄物の最終

処分場の新設の事業

であって、埋立処分の

用に供される場所の

面積(以下「埋立面積」

という。)が２ヘクタ

ール以上であるもの 

(3) 一般廃棄物の最終

処分場又は産業廃棄

物の最終処分場の新

設の事業であって、埋

立面積が 1.5 ヘクタ

ール以上２ヘクター

ル未満であるもの 

 (4) 一般廃棄物の最終

処分場の増設の事業

であって、埋立面積が

３ヘクタール以上増

加するもの 

(4) 一般廃棄物の最終

処分場の増設の事業

であって、埋立面積が

2.5ヘクタール以上３

ヘクタール未満増加

するもの 

 (4) 一般廃棄物の最終

処分場又は産業廃棄

物の最終処分場の増

設の事業であって、埋

立面積が２ヘクター

ル以上増加するもの 

(4) 一般廃棄物の最終

処分場又は産業廃棄

物の最終処分場の増

設の事業であって、埋

立面積が 1.5 ヘクタ

ール以上２ヘクター

ル未満増加するもの 

 (5) 廃棄物の処理及び

清掃に関する法律第

15 条第１項の産業廃

棄物処理施設(３の項

に掲げる事業に含ま

れるものを除き、特定

電気事業等の用に供

する発電電気工作物

を一体として併設す

(5) 産業廃棄物処理施

設の新設の事業であ

って、敷地面積が

7,000平方メートル以

上 9,000 平方メート

ル未満若しくは建築

面積の合計が 2,500

平方メートル以上

3,000平方メートル未

 (5) ごみ処理施設(廃

棄物の処理及び清掃

に関する法律第７条

第６項ただし書に規

定する事業者が設置

するものを除く。)又

は産業廃棄物処理施

設(同法第 14 条第６

項ただし書及び第 14

(5) 廃棄物中間処理施

設の新設の事業であ

って、敷地面積が

7,000平方メートル以

上 9,000 平方メート

ル未満であるもの

( (1)及びこの項の第

１分類事業の要件の

欄の(1)に掲げる要件



 

る場合を含む。以下

「産業廃棄物処理施

設」という。)の新設

の事業であって、敷地

面積が 9,000 平方メ

ートル以上若しくは

建築面積の合計が

3,000平方メートル以

上の廃棄物の処理及

び清掃に関する法律

施行令(昭和 46 年政

令第300 号)第７条第

１号から第13 号の２

までに掲げる施設(以

下「中間処理施設」と

いう。)又は埋立面積

が２ヘクタール以上

の同条第14 号に掲げ

る施設(以下「産業廃

棄物の最終処分場」と

いう。) 

満の中間処理施設又

は埋立面積が 1.5 ヘ

クタール以上２ヘク

タール未満の産業廃

棄物の最終処分場 

条の４第６項ただし

書に規定する事業者

が設置するものを除

く。)(以下これらを

「廃棄物中間処理施

設」と総称する。)の

新設の事業であって、

敷地面積が 9,000 平

方メートル以上であ

るもの((1)及びこの

項の第２分類事業の

要件の欄の(1)に掲げ

る要件に該当するも

のを除く。) 

に該当するものを除

く。) 

 (6) 産業廃棄物処理施

設の増設の事業であ

って、敷地面積が

9,000平方メートル以

上若しくは建築面積

の合計が 3,000 平方

メートル以上増加す

る中間処理施設又は

埋立面積が２ヘクタ

ール以上増加する産

業廃棄物の最終処分

場 

(6) 産業廃棄物処理施

設の増設の事業であ

って、敷地面積が

7,000平方メートル以

上 9,000 平方メート

ル未満若しくは建築

面積の合計が 2,500

平方メートル以上

3,000平方メートル未

満増加する中間処理

施設又は埋立面積が

1.5ヘクタール以上２

ヘクタール未満増加

する産業廃棄物の最

終処分場 

 (6) 廃棄物中間処理施

設の増設の事業であ

って、敷地面積が

9,000平方メートル以

上増加するもの( (2)

及びこの項の第２分

類事業の要件の欄の

(2)に掲げる要件に該

当するものを除く。) 

(6) 廃棄物中間処理施

設の増設の事業であ

って、敷地面積が

7,000平方メートル以

上 9,000 平方メート

ル未満増加するもの

( (2)及びこの項の第

１分類事業の要件の

欄の(2)に掲げる要件

に該当するものを除

く。) 

７ 下水道

終末処理

場の建設 

(1) 下水道法(昭和 33

年法律第 79 号)第２

条第６号の終末処理

場(以下「終末処理場」

という。)の新設の事

業であって、敷地面積

が３ヘクタール以上

であるもの 

(1) 終末処理場の新設

の事業であって、敷地

面積が 2.5 ヘクター

ル以上３ヘクタール

未満であるもの 

７ 下水道

終末処理

場の建設 

(1) 下水道法(昭和 33

年法律第 79 号)第２

条第６号の終末処理

場(以下「終末処理場」

という。)の新設の事

業であって、敷地面積

が３ヘクタール以上

であるもの 

(1) 終末処理場の新設

の事業であって、敷地

面積が 2.5 ヘクター

ル以上３ヘクタール

未満であるもの 

 (2) 終末処理場の増設

の事業であって、敷地

面積が３ヘクタール

以上増加するもの 

(2) 終末処理場の増設

の事業であって、敷地

面積が 2.5 ヘクター

ル以上３ヘクタール

未満増加するもの 

 (2) 終末処理場の増設

の事業であって、敷地

面積が３ヘクタール

以上増加するもの 

(2) 終末処理場の増設

の事業であって、敷地

面積が 2.5 ヘクター

ル以上３ヘクタール

未満増加するもの 

８ 飛行場 (1) 航空法施行規則  ８ 飛行場 (1) 航空法施行規則  



 

の建設 (昭和 27 年運輸省令

第56号)第75条第１

項に規定する飛行場

(以下「飛行場」とい

う。)の新設の事業 

の建設 (昭和 27 年運輸省令

第56号)第75条第１

項に規定する空港等 

(以下「空港等」とい

う。)の新設の事業 

 (2) 飛行場の増設の事

業(滑走路及び着陸帯

の新設、拡幅、延長又

は位置の変更に限

る。) 

  (2) 空港等の増設(滑

走路及び着陸帯の新

設、拡幅、延長又は位

置の変更に限る。以下

同じ。)の事業 

 

９ 公有水

面の埋立

て 

公有水面埋立法(大

正10年法律第57号)

による公有水面の埋

立て又は干拓の事業

であって、埋立て又は

干拓に係る区域の面

積が 15 ヘクタール以

上であるもの 

公有水面埋立法に

よる公有水面の埋立

て又は干拓の事業で

あって、埋立て又は干

拓に係る区域の面積

が 12 ヘクタール以上

15 ヘクタール未満で

あるもの 

９ 公有水

面の埋立

て 

公有水面埋立法(大

正10年法律第57号)

による公有水面の埋

立て又は干拓(以下

「公有水面の埋立て

又は干拓」という。)

の事業であって、埋立

て又は干拓に係る区

域の面積が15 ヘクタ

ール以上であるもの 

公有水面の埋立て

又は干拓の事業であ

って、埋立て又は干拓

に係る区域の面積が

12 ヘクタール以上15

ヘクタール未満であ

るもの 

10 高層建

築物の建

設 

建築基準法(昭和25

年法律第201号)第２

条第１号の建築物(以

下「建築物」という。)

の新築の事業であっ

て、建築基準法施行令

(昭和25年政令第338

号)第２条第１項第６

号の規定による建築

物の高さ(以下「建築

物の高さ」という。)

が100メートル以上

で、かつ、同項第4号

に規定する延べ面積

(以下「延べ面積」と

いう。)が５万平方メ

ートル以上であるも

の 

建築物の新築の事

業であって、建築物の

高さが 75 メートル以

上 100 メートル未満

で、かつ、延べ面積が

５万平方メートル以

上であるもの(都市計

画法第８条第１項第

３号の高度地区であ

って、建築物の高さの

最低限度を 14 メート

ルとして集団的形状

で指定した区域で、か

つ、同法第 12 条の５

第６項により建築物

の高さの最高限度を

75 メートル以上に指

定した区域に新築す

るものを除く。) 

10 高層建

築物の建

設 

建築物の建設の事

業であって、建築基準

法施行令(昭和25年政

令第338号)第２条第

１項第6号の建築物の

高さ(以下「建築物の

高さ」という。)が100

メートル以上で、か

つ、同項第４号(ただ

し書を除く。)の延べ

面積（以下「延べ面積」

という。)が５万平方

メートル以上である

もの。ただし、都市基

盤が整備され、環境に

配慮しつつ土地の高

度利用を図るとして

市長が告示する区域

(以下「特定の区域」

という。)に建設する

場合にあっては、建築

物の高さが180メート

ル以上で、かつ、延べ

面積が15万平方メー

トル以上であるもの 

建築物の建設の事

業であって、建築物の

高さが75メートル以

上100メートル未満

で、かつ、延べ面積が

５万平方メートル以

上であるもの。ただ

し、特定の区域に建設

する場合にあっては、

建築物の高さが100メ

ートル以上180メート

ル未満で、かつ、延べ

面積が５万平方メー

トル以上であるもの 

11 運動施

設、レクリ

エーショ

ン施設等

の建設 

(1) 都市計画法第４条

第11 項の第２種特定

工作物(以下「第２種

特定工作物」という。)

の新設の事業(当該第

(1) 第２種特定工作物

の新設の事業(当該第

２種特定工作物に係

る事業の用に供する

区域が市街化区域内

11 運動施

設、レクリ

エーショ

ン施設等

の建設 

(1) 都市計画法第４条

第11 項の第２種特定

工作物(以下「第２種

特定工作物」という。)

の新設の事業であっ

(1) 第２種特定工作物

の新設の事業であっ

て、当該第２種特定工

作物に係る事業の用

に供する区域が市街



 

２種特定工作物に係

る事業の用に供する

区域が同法第７条第

１項に規定する市街

化区域内(以下「市街

化区域内」という。)

にある場合にあって

は当該事業の用に供

する区域の面積の合

計が20 ヘクタール以

上であるもの、同項に

規定する市街化調整

区域内(以下「市街化

調整区域内」という。)

にある場合にあって

は当該事業の用に供

する区域の面積の合

計が10 ヘクタール以

上であるものに限

る。) 

にある場合にあって

は当該事業の用に供

する区域の面積の合

計が15 ヘクタール以

上20 ヘクタール未満

であるもの、市街化調

整区域内にあっては

当該事業の用に供す

る区域の面積の合計

が 7.5 ヘクタール以

上10 ヘクタール未満

であるものに限る。)

 

 

て、当該第２種特定工

作物に係る事業の用

に供する区域が、同法

第７条第１項に規定

する市街化区域内(以

下「市街化区域内」と

いう。)にある場合に

あっては当該事業の

用に供する区域の面

積の合計が20 ヘクタ

ール以上、同項に規定

する市街化調整区域

内(以下「市街化調整

区域内」という。)に

ある場合にあっては

当該事業の用に供す

る区域の面積の合計

が10 ヘクタール以上

であるもの 

化区域内にある場合

にあっては当該事業

の用に供する区域の

面積の合計が15 ヘク

タール以上20 ヘクタ

ール未満、市街化調整

区域内にある場合に

あっては当該事業の

用に供する区域の面

積の合計が 7.5 ヘク

タール以上10 ヘクタ

ール未満であるもの 

 (2) 都市公園法(昭和

31 年法律第 79 号)第

２条第１項の都市公

園(以下「都市公園」

という。)の新設の事

業であって、敷地面積

が20 ヘクタール以上

で、かつ、当該新設に

係る土地の形質変更

を行う区域(以下「形

質変更区域」という。)

の面積が10 ヘクター

ル以上であるもの 

(2) 都市公園の新設の

事業であって、敷地面

積が15 ヘクタール以

上20 ヘクタール未満

で、かつ、形質変更区

域の面積が 7.5 ヘク

タール以上であるも

の 

 (2) 都市公園法(昭和

31 年法律第 79 号)第

２条第１項の都市公

園(以下「都市公園」

という。)の新設の事

業であって、敷地面積

が20 ヘクタール以上

で、かつ、当該新設に

係る土地の形質変更

を行う区域(以下「形

質変更区域」という。)

の面積が10 ヘクター

ル以上であるもの 

(2) 都市公園の新設の

事業であって、敷地面

積が15 ヘクタール以

上で、かつ、形質変更

区域の面積が 7.5 ヘ

クタール以上である

もの(この項の第１分

類事業の要件の欄の

(2)に掲げる要件に該

当するものを除く。)

12 工業団

地の造成 

工場立地法第４条

第１項第３号イの工

業団地(以下「工業団

地」という。)の造成

の事業であって、都市

計画法第４条第 12 項

の開発行為(以下「開

発行為」という。)を

伴うもの(当該造成に

係る土地の面積が 10

ヘクタール以上であ

るものに限る。) 

工業団地の造成で

あって、開発行為を伴

うもの(当該造成に係

る土地の面積が7.5へ

クタール以上 10 ヘク

タール未満であるも

のに限る。) 

12 工業団

地の造成 

工場立地法第４条

第１項第３号イの工

業団地(以下「工業団

地」という。)の造成

の事業であって、当該

造成に係る土地の面

積が10 ヘクタール以

上で、かつ、都市計画

法第４条第12 項の開

発行為(以下「開発行

為」という。)を伴う

もの 

工業団地の造成の

事業であって、当該造

成に係る土地の面積

が 7.5 へクタール以

上10 ヘクタール未満

で、かつ、開発行為を

伴うもの 

13 流通業

務団地の

造成 

流通業務市街地の

整備に関する法律(昭

和41年法律第110号)

第２条第２項の流通

業務団地造成事業(以

下「流通業務団地造成

流通業務団地造成

事業であって、開発行

為を伴うもの(施行区

域の面積が7.5ヘクタ

ール以上 10 ヘクター

ル未満であるものに

13 流通業

務団地の

造成 

流通業務市街地の

整備に関する法律(昭

和41年法律第110号)

第２条第２項の流通

業務団地造成事業(以

下「流通業務団地造成

流通業務団地造成

事業であって、当該流

通業務団地造成事業

に係る面積が 7.5 ヘ

クタール以上10 ヘク

タール未満で、かつ、



 

事業」という。)であ

って、開発行為を伴う

もの(施行区域の面積

が 10 ヘクタール以上

であるものに限る。) 

限る。) 事業」という。)であ

って、当該流通業務団

地造成事業に係る面

積が10 ヘクタール以

上で、かつ、開発行為

を伴うもの 

開発行為を伴うもの 

14 土地区

画整理事

業 

土地区画整理法(昭

和29年法律第119号)

第２条第１項の土地

区画整理事業(以下

「土地区画整理事業」

という。)であって、

開発行為を伴うもの

(当該土地区画整理事

業に係る面積が 40 ヘ

クタール以上である

ものに限る。)。ただ

し、森林法第５条第２

項第１号の規定によ

り定められた森林の

区域を 10 ヘクタール

以上含む場合にあっ

ては、当該土地区画整

理事業に係る面積が

20 ヘクタール以上で

あるもの 

土地区画整理事業

であって、開発行為を

伴うもの(当該土地区

画整理事業に係る面

積が 30 ヘクタール以

上 40 ヘクタール未満

であるものに限る(こ

の項の第１分類事業

の要件の欄に掲げる

要件に該当するもの

を除く。)。)。ただし、

森林法第５条第２項

第１号の規定により

定められた森林の区

域を7.5ヘクタール以

上含む場合にあって

は、当該土地区画整理

事業に係る面積が 15

ヘクタール以上 40 ヘ

クタール未満である

もの(この項の第１分

類事業の要件の欄に

掲げる要件に該当す

るものを除く。) 

14 土地区

画整理事

業 

土地区画整理法(昭

和29年法律第119号)

第２条第１項の土地

区画整理事業(以下

「土地区画整理事業」

という。)であって、

当該土地区画整理事

業に係る面積が40 ヘ

クタール以上で、か

つ、開発行為を伴うも

の。ただし、森林法第

５条第２項第１号の

規定により定められ

た森林の区域を10 ヘ

クタール以上含む場

合にあっては、当該土

地区画整理事業に係

る面積が20 ヘクター

ル以上であるもの 

土地区画整理事業

であって、当該土地区

画整理事業に係る面

積が30 ヘクタール以

上で、かつ、開発行為

を伴うもの (この項

の第１分類事業の要

件の欄に掲げる要件

に該当するものを除

く。)。ただし、森林

法第５条第２項第１

号の規定により定め

られた森林の区域を

7.5ヘクタール以上含

む場合にあっては、当

該土地区画整理事業

に係る面積が15 ヘク

タール以上であるも

の(この項の第１分類

事業の要件の欄に掲

げる要件に該当する

ものを除く。) 

15 開発行

為に係る

事業(前各

項に掲げ

るものを

除く。) 

開発行為に係る事

業(当該開発行為の用

に供する区域が市街

化区域内にあっては

当該区域の面積が 20

ヘクタール以上であ

るもの、市街化調整区

域内にあっては当該

区域の面積が 10 ヘク

タール以上であるも

のに限る。) 

開発行為に係る事

業(当該開発行為の用

に供する区域が市街

化区域内にあっては

当該区域の面積が 15

ヘクタール以上 20 ヘ

クタール未満である

もの、市街化調整区域

内にあっては当該区

域の面積が7.5ヘクタ

ール以上 10 ヘクター

ル未満であるものに

限る。) 

15 開発行

為に係る

事業(前各

項に掲げ

るものを

除く。) 

開発行為に係る事

業であって、当該開発

行為の用に供する区

域が市街化区域内に

ある場合にあっては

当該区域の面積が 20

ヘクタール以上、市街

化調整区域内にある

場合にあっては当該

区域の面積が10 ヘク

タール以上であるも

の 

開発行為に係る事

業であって、当該開発

行為の用に供する区

域が市街化区域内に

ある場合にあっては

当該区域の面積が 15

ヘクタール以上20 ヘ

クタール未満、市街化

調整区域内にある場

合にあっては当該区

域の面積が 7.5 ヘク

タール以上10 ヘクタ

ール未満であるもの 

備考 1  重油以外の原料及び燃料の重油の量への換算

は、当該原料及び燃料の使用量を当該原料及び燃

料それぞれの発熱量に相当する発熱量を有する

重油(発熱量は、39,558.1725 キロジュールとす

る。)の量(単位 l)に相当するものとして算出す

る。 

備考 1  重油以外の原料及び燃料の重油の量への換算

は、当該原料及び燃料の使用量を当該原料及び燃

料それぞれの発熱量に相当する発熱量を有する

重油(発熱量は、39,558.1725 キロジュールとす

る。)の量(単位リットル)に相当するものとして

算出する。 

 ２ １の項から８の項まで及び 10 の項に掲げる事  ２ ３の項、４の項、６の項及び10 の項に掲げる



 

 

業のいずれかに該当する対象事業の範囲には、そ

れぞれの対象事業の内容となっている既存の工

作物を除却して、同一の事業の種類に属する工作

物を当該既存の工作物を含む対象事業の敷地と

同一の敷地内に設置する事業(３の項に掲げる事

業にあっては排水量及び燃料使用量、４の項の

(1)に掲げる事業にあっては出力、同項の(3)に掲

げる事業にあっては燃料使用量並びに６の項に

掲げる事業にあっては処理能力が当該既存の工

作物より大きいものを除く。)を含まないものと

する。 

事業の種類に該当する事業であって、同一の事業

の種類に属する既存の工作物を除却して、当該既

存の工作物を含む敷地と同一の敷地内に新たに

工作物を設置する事業にあっては、当該事業によ

り新たに設置する工作物の規模（３の項に掲げる

事業に係る工作物にあっては排水量及び燃料使

用量、４の項に掲げる事業に係る工作物にあって

は出力、６の項に掲げる事業に係る工作物にあっ

ては処理能力並びに10 の項に掲げる事業に係る

工作物にあっては建築物の高さをいう。以下同

じ。）は、現に行われる当該事業の工作物の規模

から当該除却する既存の工作物の規模を減じた

ものとする。 



 

別表第２ 

旧規則 改正規則（H23年８月施行） 

別表第２(第８条)方法書の提出時期 別表第２(第17条)方法書の提出時期 

対象事業の種類 方法書の提出時期 対象事業の種類 方法書の提出時期 

１ 道路の

建設 

(1) 高速自動

車国道の新

設の事業 

 次に掲げる行為のうち、最初

に行われる行為の前とする。 

(1) 道路整備特別措置法の適用

を受ける事業にあっては同法

第３条第１項の規定に基づく

許可の申請 

(2) 道路整備特別措置法の適用

を受ける事業以外の事業にあ

っては高速自動車国道法第７

条第１項の規定に基づく高速

自動車国道の区域の決定又は

変更 

１ 道路の

建設 

削除  次に掲げる行為の前とする。 

 

(1) 道路整備特別措置法(昭和

31 年法律第７号)の適用を受

ける事業にあっては同法第３

条第１項の規定に基づく許可

の申請 

(2) 道路整備特別措置法の適用

を受ける事業以外の事業にあ

っては高速自動車国道法第７

条第１項の規定に基づく高速

自動車国道の区域の決定又は

変更 

 (2) 高速自動

車国道の改

築の事業 

 (1) 高速自動

車国道の改

築の事業 

 (3) 道路整備

特別措置法

の規定によ

り東日本高

速道路株式

会社、首都

高速道路株

式会社、中

日本高速道

路 株 式 会

社、地方道

路公社若し

くは道路管

理者が設置

する道路(高

速自動車国

道を除く。)

又は道路法

第48 条の２

第１項の規

定により指

定を受けよ

うとする自

動車専用道

路の新設の

事業 

 次に掲げる行為のうち、最初

に行われる行為の前とする。 

(1) 道路整備特別措置法の適用

を受ける事業にあっては同法

第３条第１項、第 10 条第１項

又は第 18 条第１項の規定に基

づく許可の申請 

(2) 道路整備特別措置法の適用

を受ける事業以外の事業にあ

っては道路法第 18 条第１項の

規定に基づく道路の区域の決

定又は変更 

 (2) 自動車専

用道路の新

設の事業 

 

 次に掲げる行為の前とする。 

 

(1) 道路整備特別措置法の適用

を受ける事業にあっては同法

第３条第１項、第10条第１項

又は第18条第１項の規定に基

づく許可の申請 

(2) 道路整備特別措置法の適用

を受ける事業以外の事業にあ

っては道路法第18条第１項の

規定に基づく道路の区域の決

定又は変更 

 (4) 道路整備

特別措置法

の規定によ

り東日本高

速道路株式

会社、首都

 (3) 自動車専

用道路の改

築の事業 



 

高速道路株

式会社、中

日本高速道

路 株 式 会

社、地方道

路公社若し

くは道路管

理者が設置

する道路(高

速自動車国

道を除く。)

又は道路法

第48 条の２

第１項又は

第２項の規

定により指

定を受けよ

うとする又

は指定を受

けた自動車

専用道路の

改築の事業 

 (5) 自動車道

の新設の事

業 

 次に掲げる行為の前とする。 

(1) 道路運送法第２条第２項の

自動車運送事業(以下「自動車

運送事業」という。)を経営し

ようとする者が行う自動車道

の新設の事業にあっては同法

第 75 条第３項において準用す

る同法第 50 条第１項の規定に

基づく認可の申請 

(2) 道路運送法第２条第５項の

自動車道事業(以下「自動車道

事業」という。)を経営しよう

とする者が行う自動車道の新

設の事業にあっては同法第 48

条第１項の規定に基づく免許

の申請 

 削除 削除 

 (6) 自動車道

の改築の事

業 

 次に掲げる行為の前とする。 

(1) 自動車運送事業を経営する

者が行う自動車道の改築にあ

っては道路運送法第 75 条第３

項において準用する同法第 50

条第１項の規定に基づく認可

の申請 

(2) 自動車道事業を経営する者

が行う自動車道の改築にあっ

ては同法第 67 条において準用

する同法第 54 条第１項の規定

に基づく認可の申請 

 削除 削除 



 

 (7) 道路交通

法の道路の

新設の事業 

 道路法第 18 条第１項の規定に

基づく道路の区域の決定又は

変更の前 

 (4) 道路交通

法の道路の

新設の事業 

 道路法第18条第１項の規定に

基づく道路の区域の決定又は

変更の前 

 (8) 道路交通

法の道路の

改築の事業 

 (5) 道路交通

法の道路の

改築の事業 

２ 鉄道及

び軌道の

建設 

(1) 鉄道及び

軌道の新設

の事業  

 

 次に掲げる行為の前とする。 

(1) 鉄道事業法第８条第１項の

規定に基づく工事施行の認可

の申請 

(2) 軌道法第５条第１項の規定

に基づく工事施行の認可の申

請 

２ 鉄道及

び軌道の

建設 

(1) 鉄道又は

軌道の建設

の事業 

 次に掲げる行為の前とする。 

(1) 鉄道事業法第８条第１項の

規定に基づく工事施行の認可

の申請 

(2) 軌道法第５条第１項の規定

に基づく工事施行の認可の申

請 

 (2) 鉄道及び

軌道の改良

の事業 

 次に掲げる行為の前とする。 

(1) 鉄道事業法第 12 条第１項

の規定に基づく認可の申請 

(2) 軌道法第５条第１項の規定

に基づく工事施行の認可の申

請 

 (2) 鉄道又は

軌道の改良

の事業 

 次に掲げる行為の前とする。 

(1) 鉄道事業法第 12 条第１項

の規定に基づく認可の申請 

(2) 軌道法第５条第１項の規定

に基づく工事施行の認可の申

請 

３ 工場及

び事業場

の建設 

(1) 特定工場

の新設の事

業 

 次に掲げる行為のうち、最初

に行われる行為の前とする。 

(1) 都市計画法第 32 条の規定

に基づく協議(以下「都市計画

法の管理者への協議」とい

う。) 

(2) 宅地造成等規制法(昭和 36

年法律第 191 号)第８条第１項

の規定に基づく許可の申請又

は同法第 11 条の規定に基づく

協議(以下「宅造法の許可申請

又は協議」という。) 

(3) 横浜市生活環境の保全等に

関する条例第３条第１項の規

定に基づく許可の申請(以下

「生活環境保全条例の許可申

請」という。) 

(4) 大気汚染防止法(昭和 43 年

法律第 97 号)第６条第１項の

規定に基づく届出 

(5) 水質汚濁防止法第５条の規

定に基づく届出 

(6) 建築基準法第６条第１項及

び第６条の２第１項の規定に

基づく確認の申請書の提出又

は同法第 18 条第２項の規定に

基づく計画の通知(以下「建築

確認申請等」という。) 

(7) 工場立地法第６条第１項の

規定に基づく届出(以下「工場

立地法の届出」という。) 

３ 工場及

び事業場

の建設 

(1) 特定工場

の新設の事

業 

 次に掲げる行為の前とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 横浜市生活環境の保全等に

関する条例第３条第１項の規

定に基づく許可の申請(以下

「生活環境保全条例の許可申

請」という。) 

(2) 大気汚染防止法(昭和43年

法律第 97 号)第６条第１項の

規定に基づく届出 

(3) 水質汚濁防止法第５条の規

定に基づく届出 

 

 

 

 

 

 

(4) 工場立地法第６条第１項の

規定に基づく届出 



 

 (2) 特定工場

の増設の事業 

 次に掲げる行為のうち、最初

に行われる行為の前とする。 

(1) 都市計画法の管理者への協

議 

(2) 宅造法の許可申請又は協議

(3) 横浜市生活環境の保全等に

関する条例第８条第１項の規

定に基づく許可の申請(以下

「生活環境保全条例の変更許

可申請」という。) 

(4) 大気汚染防止法第８条第１

項の規定に基づく届出 

(5) 水質汚濁防止法第７条の規

定に基づく届出 

(6) 建築確認申請等 

(7) 工場立地法の届出 

 (2) 特定工場

の増設の事

業 

 次に掲げる行為の前とする。 

 

 

 

 

(1) 横浜市生活環境の保全等に

関する条例第８条第１項の規

定に基づく許可の申請(以下

「生活環境保全条例の変更許

可申請」という。) 

(2) 大気汚染防止法第８条第１

項の規定に基づく届出 

(3) 水質汚濁防止法第７条の規

定に基づく届出 

 

(4) 工場立地法第８条第１項の

規定に基づく届出 

４ 電気工

作物の建

設 

(1) 一般電気

事業等の用

に供する発

電電気工作

物の新設の

事業  

 次に掲げる行為のうち、最初

に行われる行為の前とする。 

(1) 建築確認申請等 

(2) 電気事業法第 38 条第３項

の事業用電気工作物の設置を

伴う事業にあっては同法第 47

条第１項の規定に基づく認可

申請又は同法第 48 条第１項の

規定に基づく届出 

４ 電気工

作物の建

設 

(1) 火力発電

施設の新設

の事業 

 電気事業法第47条第１項の規

定に基づく認可の申請又は同法

第48条第１項の規定に基づく届

出の前 

 (2) 一般電気

事業等の用

に供する発

電電気工作

物の増設の

事業  

 (2) 火力発電

施設の増設

の事業 

 (3) 特定電気

事業等の用

に供する発

電電気工作

物の新設の

事業 

 削除 

 (4) 特定電気

事業等の用

に供する発

電電気工作

物の増設の

事業 

 削除 

 (5) 変電所の

新設の事業 

 (3) 変電所の

新設の事業 

 (6) 変電所の

増設の事業 

 (4) 変電所の

増設の事業 

５ 自然科

学研究所

の建設 

(1) 自然科学

研究所の新

設の事業 

 次に掲げる行為のうち、最初

に行われる行為の前とする。 

(1) 生活環境保全条例の許可申

請 

(2) 横浜市中高層建築物等の建

５ 自然科

学研究所

の建設 

(1) 自然科学

研究所の新

設の事業 

 次に掲げる行為の前とする。 

 

(1) 生活環境保全条例の許可申

請 

(2) 水質汚濁防止法第５条の規



 

築及び開発事業に係る住環境

の保全等に関する条例(平成５

年６月横浜市条例第 35 号)第

10 条の規定に基づく標識の設

置(以下「住環境保全条例の標

識設置」という。) 

(3) 建築基準法第 78 条の建築

審査会の同意(以下「建築審査

会の同意」という。) 

(4) 建築確認申請等  

定に基づく届出 

 (2) 自然科学

研究所の増

設の事業 

 次に掲げる行為のうち、最初

に行われる行為の前とする。 

(1) 生活環境保全条例の変更許

可申請 

(2) 住環境保全条例の標識設置

(3) 建築審査会の同意 

(4) 建築確認申請等 

 (2) 自然科学

研究所の増

設の事業 

 次に掲げる行為の前とする。 

 

(1) 生活環境保全条例の変更許

可申請 

(2) 水質汚濁防止法第７条の規

定に基づく届出 

６ 廃棄物

処理施設の

建設 

(1) ごみ処理

施設の新設

の事業 

 次に掲げる行為のうち、最初

に行われる行為の前とする。 

(1) 廃棄物の処理及び清掃に関

する法律第８条第１項の規定

に基づく許可の申請 

(2) 廃棄物の処理及び清掃に関

する法律第９条の３第１項の

規定に基づく届出 

６ 廃棄物

処理施設の

建設 

(1) ごみ処理

施設又は産

業廃棄物処

理施設のう

ち、焼却施

設の新設の

事業 

 次に掲げる行為の前とする。 

 

(1) 廃棄物の処理及び清掃に関

する法律第８条第１項の規定

に基づく許可の申請 

(2) 廃棄物の処理及び清掃に関

する法律第９条の３第１項の

規定に基づく届出 

(3) 廃棄物の処理及び清掃に関

する法律第15条第１項の規定

に基づく許可の申請 

 (2) ごみ処理

施設の増設

の事業 

 次に掲げる行為のうち、最初

に行われる行為の前とする。 

(1) 廃棄物の処理及び清掃に関

する法律第９条第１項の規定

に基づく許可の申請 

(2) 廃棄物の処理及び清掃に関

する法律第９条の３第８項の

規定に基づく届出 

 (2) ごみ処理

施設又は産

業廃棄物処

理施設のう

ち、焼却施

設の増設の

事業 

 次に掲げる行為の前とする。 

 

(1) 廃棄物の処理及び清掃に関

する法律第９条第１項の規定

に基づく許可の申請 

(2) 廃棄物の処理及び清掃に関

する法律第９条の３第８項の

規定に基づく届出 

(3) 廃棄物の処理及び清掃に関

する法律第15条の２の６第１

項の規定に基づく許可の申請 

 (3) 一般廃棄

物の最終処

分場の新設

の事業 

 次に掲げる行為のうち、最初

に行われる行為の前とする。 

(1) 廃棄物の処理及び清掃に関

する法律第８条第１項の規定

に基づく許可の申請 

(2) 廃棄物の処理及び清掃に関

する法律第９条の３第１項の

規定に基づく届出 

 (3) 一般廃棄

物の最終処

分場又は産

業廃棄物の

最終処分場

の新設の事

業 

 次に掲げる行為の前とする。 

 

(1) 廃棄物の処理及び清掃に関

する法律第８条第１項の規定

に基づく許可の申請 

(2) 廃棄物の処理及び清掃に関

する法律第９条の３第１項の

規定に基づく届出 

(3) 廃棄物の処理及び清掃に関

する法律第15条第１項の規定

に基づく許可の申請 



 

 (4) 一般廃棄

物の最終処

分場の増設

の事業 

 次に掲げる行為のうち、最初

に行われる行為の前とする。 

(1) 廃棄物の処理及び清掃に関

する法律第９条第１項の規定

に基づく許可の申請 

(2) 廃棄物の処理及び清掃に関

する法律第９条の３第８項の

規定に基づく届出 

 (4) 一般廃棄

物の最終処

分場又は産

業廃棄物の

最終処分場

の増設の事

業 

 次に掲げる行為の前とする。 

 

(1) 廃棄物の処理及び清掃に関

する法律第９条第１項の規定

に基づく許可の申請 

(2) 廃棄物の処理及び清掃に関

する法律第９条の３第８項の

規定に基づく届出 

(3) 廃棄物の処理及び清掃に関

する法律第15 条の２の６第1

項の規定に基づく許可の申請 

 (5) 産業廃棄

物処理施設

の新設の事

業  

 

 廃棄物の処理及び清掃に関す

る法律第 15 条第１項の規定に基

づく許可申請の前 

 (5) 廃棄物中

間処理施設

の新設の事

業 

 次に掲げる行為の前とする。 

(1) 廃棄物の処理及び清掃に関

する法律第８条第１項の規定

に基づく許可の申請 

(2) 廃棄物の処理及び清掃に関

する法律第９条の３第１項の

規定に基づく届出 

(3) 廃棄物の処理及び清掃に関

する法律第15条第１項の規定

に基づく許可の申請 

 (6) 産業廃棄

物処理施設

の増設の事

業  

 廃棄物の処理及び清掃に関す

る法律第 15 条の２の６第１項の

規定に基づく許可申請の前 

 (6) 廃棄物中

間処理施設

の増設の事

業 

 次に掲げる行為の前とする。 

(1) 廃棄物の処理及び清掃に関

する法律第９条第１項の規定

に基づく許可の申請 

(2) 廃棄物の処理及び清掃に関

する法律第９条の３第８項の

規定に基づく届出 

(3) 廃棄物の処理及び清掃に関

する法律第15条の２の６第１

項の規定に基づく許可の申請 

７ 下水道

終末処理

場の建設 

(1) 終末処理

場の新設の

事業  

 都市計画法第 17 条第１項(同

法第 21 条第２項において準用す

る場合を含む。)の規定による公

告の前 

７ 下水道

終末処理

場の建設

(1) 終末処理

場の新設の

事業  

 都市計画法第 17 条第１項(同

法第21条第２項において準用す

る場合を含む。)の規定による公

告（以下「都市計画の案の公

告」という。）の前 

 (2) 終末処理

場の増設の事

業 

 (2) 終末処理

場の増設の

事業 

８ 飛行場

の建設 

(1) 飛行場の

新設の事業  

 

 次に掲げる行為のうち、最初

に行われる行為の前とする。 

(1) 航空法(昭和 27 年法律第

231号)第38条第１項の規定に

基づく許可の申請 

(2) 航空法第 55 条の２第２項

において準用する同法第 38 条

第３項の規定に基づく告示 

８ 飛行場

の建設 

(1) 空港等の

新設の事業 

 

 次に掲げる行為の前とする。 

 

(1) 航空法(昭和 27 年法律第

231 号)第 38 条第１項の規定

に基づく許可の申請 

(2) 航空法第 55 条の２第３項

において準用する同法第38条

第３項の規定に基づく告示 

 (2) 飛行場の

増設の事業 

 次に掲げる行為のうち、最初

に行われる行為の前とする。 

(1) 航空法第 43 条第１項の規

定に基づく許可の申請 

(2) 航空法第 43 条第２項にお

 (2) 空港等の

増設の事業 

 次に掲げる行為の前とする。 

 

(1) 航空法第 43 条第１項の規

定に基づく許可の申請 

(2) 航空法第 55 条の２第３項



 

いて準用する同法第 38 条第３

項の規定に基づく告示 

において準用する同法第38条

第３項の規定に基づく告示 

９ 公有水

面の埋立

て 

公有水面の埋

立て又は干拓

の事業 

 次に掲げる行為のうち、最初

に行われる行為の前とする。 

(1) 公有水面埋立法第２条第１

項の規定に基づく免許の出願 

(2) 公有水面埋立法第 42 条第

１項の規定に基づく承認の申

請 

９ 公有水

面の埋立

て 

公有水面の埋

立て又は干拓

の事業 

 次に掲げる行為の前とする。 

 

(1) 公有水面埋立法第２条第１

項の規定に基づく免許の出願 

(2) 公有水面埋立法第 42 条第

１項の規定に基づく承認の申

請 

10 高層建

築物の建

設 

建築物の新築

の事業 

 次に掲げる行為のうち、最初

に行われる行為の前とする。 

(1) 都市再開発法(昭和 44 年法

律第 38 号)第２条第１号の市

街地再開発事業又は都市計画

法第８条第１項第４号の特定

街区を同法に基づき都市計画

に定める場合にあっては、同

法第17条第１項(同法第21条

第２項において準用する場合

を含む。)の規定による公告 

(2) 都市再開発法第７条の９第

１項の規定に基づく認可の申

請 

(3) 都市計画法の管理者への協

議 

(4) 宅造法の許可申請又は協議

(5) 生活環境保全条例の許可申

請 

(6) 住環境保全条例の標識設置

(7) 建築審査会の同意 

(8) 建築確認申請等 

10 高層建

築物の建

設 

建築物の建設

の事業 

 次に掲げる行為の前とする。 

 

(1) 都市再開発法(昭和44年法

律第 38 号)第２条第１号の市

街地再開発事業又は都市計画

法第８条第１項第４号の特定

街区を同法に基づき都市計画

に定める場合にあっては、都

市計画の案の公告 

(2) 都市再開発法第７条の９第

１項の規定に基づく認可の申

請 

(3) 都市計画法第 32 条の規定

に基づく協議(以下「都市計画

法の管理者への協議」とい

う。) 

(4) 宅地造成等規制法(昭和 36

年法律第191号)第８条第１項

の規定に基づく許可の申請又

は同法第11条の規定に基づく

協議(以下「宅造法の許可申請

又は協議」という。) 

(5) 横浜市中高層建築物等の建

築及び開発事業に係る住環境

の保全等に関する条例(平成５

年６月横浜市条例第 35 号)第

10 条第１項又は第３項の規定

に基づく標識の設置 

11 運動、

レクリエ

ーション

施設等の

建設 

(1) 第２種特

定工作物の

新設の事業  

 次に掲げる行為のうち、最初

に行われる行為の前とする。 

(1) 都市計画法の管理者への協

議 

(2) 宅造法の許可申請又は協議

11 運動施

設、レク

リエーシ

ョン施設

等の建設

(1) 第２種特

定工作物の

新設の事業 

 次に掲げる行為の前とする。 

 

(1) 都市計画法の管理者への協

議 

(2) 都市計画の案の公告 

 (2) 都市公園

の新設の事

業 

 (2) 都市公園

の新設の事

業 

12 工業団

地の造成 

工業団地の造

成の事業 

 次に掲げる行為のうち、最初

に行われる行為の前とする。 

(1) 都市計画法の管理者への協

議 

(2) 宅造法の許可申請又は協議

12 工業団

地の造成

工業団地の造

成の事業 

 都市計画法の管理者への協議

の前 



 

 

13 流通業

務団地の

造成 

流通業務団地

の造成事業  

 次に掲げる行為のうち、最初

に行われる行為の前とする。 

(1) 都市計画法の管理者への協

議 

(2) 宅造法の許可申請又は協議

13 流通業

務団地の

造成 

流通業務団地

造成事業  

 次に掲げる行為の前とする。 

 

(1) 都市計画の案の公告 

(2) 宅造法の許可申請又は協議

14 土地区

画整理事

業 

土地区画整理

事業 

 次に掲げる行為のうち、最初

に行われる行為の前とする。 

(1) 土地区画整理法第４条第１

項又は同法第 14 条第１項の規

定に基づく認可の申請 

(2) 宅造法の許可申請又は協議

14 土地区

画整理事

業 

土地区画整理

事業 

 次に掲げる行為の前とする。 

 

(1) 土地区画整理法第４条第１

項又は第14条第１項の規定に

基づく認可の申請 

(2) 宅造法の許可申請又は協議

15 開発行

為に係る

事業(前

各項に掲

げるもの

を除

く。) 

開発行為に係

る事業 

 次に掲げる行為のうち、最初

に行われる行為の前とする。 

(1) 都市計画法の管理者への協

議 

(2) 宅造法の許可申請又は協議

15 開発行

為に係る

事業(前

各項に掲

げるもの

を除

く。) 

開発行為に係

る事業 

 次に掲げる行為の前とする。 

 

(1) 都市計画法の管理者への協

議 

(2) 宅造法の許可申請又は協議

(3) 横浜市開発事業の調整等に

関する条例(平成 16 年３月横

浜市条例第３号)第 17 条第２

項の規定に基づく申請 

備考 なし 備考 対象事業についてこの表の方法書の提出時期の欄

に掲げる複数の行為を行うこととなる場合にあっ

ては、その最初に行われる行為の前をその方法書

の提出時期とする。 



 

別表第３ 

旧規則 改正規則（H23年８月施行）

別表第３(第31条)軽微な修正 別表第３(第40条)軽微な修正 

対象事業の

種類 
事業の諸元 手続を経ることを要しない修正の要件

対象事業の

種類 
事業の諸元 手続を経ることを要しない修正の要件

１ 道路の

建設 

道路の長さ 道路の長さが10パーセント以上

増加しないこと。 

１ 道路の

建設 

道路の長さ 道路の長さが10パーセント以上

増加しないこと。 

 対象事業が実施

されるべき区域

(以下「対象事業

実施区域」とい

う。)の位置 

修正前の対象事業実施区域から

100 メートル以上離れた区域が

新たに対象事業実施区域となら

ないこと。  

 対象事業実施区

域の位置 

修正前の対象事業実施区域から

100 メートル以上離れた区域が

新たに対象事業実施区域となら

ないこと。  

 車線の数  車線の数が増加しないこと。  車線等の数 車線等の数が増加しないこと。

 設計速度  設計速度が増加しないこと。  設計速度  設計速度が増加しないこと。 

 盛土、切土、ト

ンネル、橋若し

くは高架又はそ

の他の構造の別  

盛土、切土、トンネル、橋若し

くは高架又はその他の構造の別

が連続した 300 メートル以上の

区間において修正しないこと。

 盛土、切土、ト

ンネル、橋若し

くは高架又はそ

の他の構造の別 

盛土、切土、トンネル、橋若し

くは高架又はその他の構造の別

が連続した 300 メートル以上の

区間において修正しないこと。

 インターチェン

ジその他道路と

交通の用に供す

る施設を連結さ

せるための施設

で当該高速自動

車国道の施設に

準ずる規模を有

するものを設置

する区域(以下

「インターチェ

ンジ等区域」と

いう。)の位置  

修正前のインターチェンジ等区

域から 500 メートル以上離れた

区域が新たにインターチェンジ

等区域とならないこと。 

 インターチェン

ジその他道路と

交通の用に供す

る施設を連結さ

せるための施設

で当該高速自動

車国道の施設に

準ずる規模を有

するものを設置

する区域(以下

「インターチェ

ンジ等区域」と

いう。)の位置 

修正前のインターチェンジ等区

域から 500 メートル以上離れた

区域が新たにインターチェンジ

等区域とならないこと。 

２ 鉄道及

び軌道の

建設 

鉄道及び軌道の

長さ  

鉄道及び軌道の長さが10パーセ

ント以上増加しないこと。 

２ 鉄道及

び軌道の

建設 

鉄道又は軌道の

長さ  

鉄道又は軌道の長さが10パーセ

ント以上増加しないこと。 

 本線路施設区域

(別表第１の２

の項に該当する

対象事業が実施

されるべき区域

から車庫又は車

両検査修繕施設

の区域を除いた

ものをいう。以

下同じ。)の位置 

修正前の本線路施設区域から

100 メートル以上離れた区域が

新たに本線路施設区域とならな

いこと。 

 本線路施設区域

(別表第１の２

の項に該当する

対象事業が実施

されるべき区域

から車庫又は車

両検査修繕施設

の区域を除いた

ものをいう。以

下同じ。)の位置

修正前の本線路施設区域から

100 メートル以上離れた区域が

新たに本線路施設区域とならな

いこと。 

 本線路(１の停

車場に係るもの

を除く。以下同

じ。)の数 

本線路の増設がないこと。  本線路(１の停

車場に係るもの

を除く。以下同

じ。)の数 

本線路の増設がないこと。 



 

 鉄道施設又は軌

道の施設の設計

の基礎となる列

車又は車両の最

高速度  

鉄道施設又は軌道の施設の設計

の基礎となる列車又は車両の最

高速度が地上の部分において 10

キロメートル毎時を超えて増加

しないこと。 

 鉄道施設又は軌

道の施設の設計

の基礎となる列

車又は車両の最

高速度  

鉄道施設又は軌道の施設の設計

の基礎となる列車又は車両の最

高速度が地上の部分において10

キロメートル毎時を超えて増加

しないこと。 

 運行される列車

又は車両の本数  

運行される列車又は車両の本数

が10パーセント以上増加せず、

又は１日当たり10本を超えて増

加しないこと。 

 運行される列車

又は車両の本数 

運行される列車又は車両の本数

が10パーセント以上増加せず、

又は１日当たり10本を超えて増

加しないこと。 

 盛土、切土、ト

ンネル、橋若し

くは高架又はそ

の他の構造の別  

盛土、切土、トンネル、橋若し

くは高架又はその他の構造の別

が連続した 300 メートル以上の

区間において修正しないこと。

 盛土、切土、ト

ンネル、橋若し

くは高架又はそ

の他の構造の別 

盛土、切土、トンネル、橋若し

くは高架又はその他の構造の別

が連続した 300 メートル以上の

区間において修正しないこと。

 車庫又は車両検

査修繕施設の区

域の位置 

車庫又は車両検査修繕施設の区

域の面積が３ヘクタール以上増

加しないこと。 

 車庫又は車両検

査修繕施設の区

域の位置 

車庫又は車両検査修繕施設の区

域の面積が３ヘクタール以上増

加しないこと。 

３ 工場及

び事業場

の建設 

排水量 排水量が10パーセント以上増加

しないこと。 

３ 工場及

び事業場

の建設 

排水量 排水量が10パーセント以上増加

しないこと。 

 燃料使用量 燃料使用量が10パーセント以上

増加しないこと。 

 燃料使用量 燃料使用量が10パーセント以上

増加しないこと。 

 対象事業実施区

域の位置  

修正前の対象事業実施区域から

300 メートル以上離れた区域が

新たに対象事業実施区域となら

ないこと。 

 対象事業実施区

域の位置  

修正前の対象事業実施区域から

300 メートル以上離れた区域が

新たに対象事業実施区域となら

ないこと。 

 敷地面積 敷地面積が10パーセント以上増

加しないこと。 

 敷地面積 敷地面積が10パーセント以上増

加しないこと。 

 建築物の建築面

積の合計 

建築物の建築面積の合計が10パ

ーセント以上増加しないこと。

 削除 削除 

４ 電気工

作物の建

設 

一般電気事業等

の用に供する発

電電気工作物又

は特定電気事業

等の用に供する

発電電気工作物

の出力  

一般電気事業等の用に供する発

電電気工作物又は特定電気事業

等の用に供する発電電気工作物

の出力が10パーセント以上増加

しないこと。 

４ 電気工

作物の建

設 

火力発電施設の

出力 

火力発電施設の出力が10パーセ

ント以上増加しないこと。 

 対象事業実施区

域の位置  

修正前の対象事業実施区域から

300 メートル以上離れた区域が

新たに対象事業実施区域となら

ないこと。 

 対象事業実施区

域の位置 

修正前の対象事業実施区域から

300 メートル以上離れた区域が

新たに対象事業実施区域となら

ないこと。 

 原動力について

の汽力、ガスタ

ービン、内燃力

又はこれらを組

み合わせたもの

の別   

  原動力について

の汽力、ガスタ

ービン、内燃力

又はこれらを組

み合わせたもの

の別   

 

 燃料の種類   燃料の種類  

 冷却方式につい

ての冷却塔、冷

却池又はその他

  冷却方式につい

ての冷却塔、冷

却池又はその他

 



 

のものの別 のものの別 

 年間燃料使用量 年間燃料使用量が10パーセント

以上増加しないこと。 

 年間燃料使用量 年間燃料使用量が10パーセント

以上増加しないこと。 

 ばい煙の時間排

出量 

ばい煙の時間排出量が10パーセ

ント以上増加しないこと。  

 ばい煙の時間排

出量 

ばい煙の時間排出量が10パーセ

ント以上増加しないこと。  

 煙突の高さ 煙突の高さが10パーセント以上

減少しないこと。 

 煙突の高さ 煙突の高さが10パーセント以上

減少しないこと。 

 温排水の排出先

の水面又は水中

の別 

  温排水の排出先

の水面又は水中

の別 

 

 放水口の位置 放水口が 100 メートル以上移動

しないこと。 

 放水口の位置 放水口が 100 メートル以上移動

しないこと。 

５ 自然科

学研究所

の建設 

科学技術に関す

る分野の別   

 ５ 自然科

学研究所

の建設 

削除    

 対象事業実施区

域の位置  

 

修正前の対象事業実施区域から

300 メートル以上離れた区域が

新たに対象事業実施区域となら

ないこと。 

 対象事業実施区

域の位置  

 

修正前の対象事業実施区域から

300 メートル以上離れた区域が

新たに対象事業実施区域となら

ないこと。 

 敷地面積 敷地面積が10パーセント以上増

加しないこと。 

 敷地面積 敷地面積が10パーセント以上増

加しないこと。 

 建築物の建築面

積の合計 

建築物の建築面積が10パーセン

ト以上増加しないこと。 

 建築物の建築面

積の合計 

建築物の建築面積の合計が10パ

ーセント以上増加しないこと。

６ 廃棄物

処理施設

の建設 

対象事業実施区

域(埋立処分の

用に供される場

所(以下「埋立処

分場」という。)

を除く。以下「ご

み処理施設等設

置区域」とい

う。)の位置 

修正前のごみ処理施設等設置区

域から 300 メートル以上離れた

区域が新たにごみ処理施設等設

置区域とならないこと。 

６ 廃棄物

処理施設

の建設 

対象事業実施区

域(埋立処分の

用に供される場

所(以下「埋立処

分場」という。)

を除く。以下「ご

み処理施設等設

置区域」とい

う。)の位置 

修正前のごみ処理施設等設置区

域から 300 メートル以上離れた

区域が新たにごみ処理施設等設

置区域とならないこと。 

 ごみ処理施設の

１日当たりの処

理能力  

 

１日当たりの処理能力が10パー

セント以上増加しないこと。 

 焼却施設(処理

能力が１日75ト

ン以上のものに

限る。)の処理能

力 

１日当たりの処理能力が10パー

セント以上増加しないこと。 

 ごみ処理施設の

煙突の高さ 

煙突の高さが10パーセント以上

減少しないこと。 

 焼却施設（処理能

力が１日 75 トン

以上のものに限

る。）の煙突の高

さ 

煙突の高さが10パーセント以上

減少しないこと。 

 埋立処分場の位

置  

新たに埋立処分場となる部分の

面積が修正前の埋立処分場の面

積の10パーセント以上増加しな

いこと。 

 埋立処分場の位

置 

新たに埋立処分場となる部分の

面積が修正前の埋立処分場の面

積の10パーセント未満であるこ

と。 

 廃棄物の処理及

び清掃に関する

法律施行令第７

条第14号イに規

 

 

 廃棄物の処理及

び清掃に関する

法律施行令(昭

和 46 年政令第

 



 

定する産業廃棄

物の最終処分

場、同号ロに規

定する産業廃棄

物の最終処分場

又は一般廃棄物

若しくは同号ハ

に規定する産業

廃棄物の最終処

分場の別    

300 号)第７条第

14 号イに規定す

る産業廃棄物の

最終処分場、同

号ロに規定する

産業廃棄物の最

終処分場又は一

般廃棄物の最終

処分場若しくは

同号ハに規定す

る産業廃棄物の

最終処分場の別

 中間処理施設の

種類    

  廃棄物の処理及

び清掃に関する

法律施行令第７

条第１号から第

13 号の２までに

掲げる施設の種

類 

 

 中間処理施設の

敷地面積 

敷地面積が10パーセント以上増

加しないこと。 

 廃棄物中間処理

施設（焼却施設を

除く。）の敷地面

積 

敷地面積が10パーセント以上増

加しないこと。 

 中間処理施設の

建築物の建築面

積の合計  

建築物の建築面積の合計が10パ

ーセント以上増加しないこと。

 削除 削除 

 中間処理施設の

処理能力 

１日当たりの処理能力及び１時

間当たりの処理能力がそれぞれ

10 パーセント以上増加しないこ

と。 

 廃棄物中間処理

施設(焼却施設

を除く。)の処理

能力 

１日当たりの処理能力及び１時

間当たりの処理能力がそれぞれ

10パーセント以上増加しないこ

と。 

７ 下水道

終末処理

場の建設 

終末処理場の区

域の位置 

新たに終末処理場の区域となる

部分の面積が修正前の当該区域

の面積の10パーセント未満であ

り、かつ、３ヘクタール未満で

あること。 

７ 下水道

終末処理

場の建設

終末処理場の区

域の位置 

新たに終末処理場の区域となる

部分の面積が修正前の当該区域

の面積の10パーセント未満であ

り、かつ、３ヘクタール未満で

あること。 

８ 飛行場

の建設 

滑走路の長さ 滑走路の長さが10パーセント以

上増加しないこと。 

８ 飛行場

の建設 

滑走路の長さ 滑走路の長さが10パーセント以

上増加しないこと。 

 飛行場及びその

施設の区域の位

置  

新たに飛行場及びその施設の区

域となる部分の面積が修正前の

当該区域の面積の10パーセント

未満であること。 

 空港等及びその

施設の区域の位

置  

新たに空港等及びその施設の区

域となる部分の面積が修正前の

当該区域の面積の10パーセント

未満であること。 

 対象事業実施区

域の位置  

修正前の対象事業実施区域から

500 メートル以上離れた区域が

新たに対象事業実施区域となら

ないこと。 

 対象事業実施区

域の位置  

修正前の対象事業実施区域から

500 メートル以上離れた区域が

新たに対象事業実施区域となら

ないこと。 

 利用を予定する

航空機の種類又

は数 

修正前の飛行場周辺区域(公共

用飛行場周辺における航空機騒

音による障害の防止等に関する

法律施行令(昭和42年政令第284

号)第６条の規定を適用した場

 利用を予定する

航空機の種類又

は数 

修正前の空港等周辺区域(公共

用飛行場周辺における航空機騒

音による障害の防止等に関する

法律施行令(昭和 42 年政令第

284号)第６条の規定を適用した



 

合における同条の値が75以上と

なる区域をいう。)から500メー

トル以上離れた陸地の区域が新

たに当該区域とならないこと。

場合における同条の値が75以上

となる区域をいう。)から500メ

ートル以上離れた陸地の区域が

新たに当該空港等周辺区域とな

らないこと。 

９ 公有水

面の埋立

て 

埋立て又は干拓

に係る区域の位

置  

新たに埋立て又は干拓に係る区

域となる部分の面積が修正前の

埋立て又は干拓に係る区域の面

積の10パーセント未満であるこ

と。 

９ 公有水

面の埋立

て 

埋立て又は干拓

に係る区域の位

置  

新たに埋立て又は干拓に係る区

域となる部分の面積が修正前の

埋立て又は干拓に係る区域の面

積の10パーセント未満であるこ

と。 

 対象事業実施区

域の位置 

修正前の対象事業実施区域から

500 メートル以上離れた区域が

新たに対象事業実施区域となら

ないこと。 

 対象事業実施区

域の位置 

修正前の対象事業実施区域から

500 メートル以上離れた区域が

新たに対象事業実施区域となら

ないこと。 

10 高層建

築物の建

設 

建築物の高さ  建築物の高さが10パーセント以

上増加しないこと。 

10 高層建

築物の建

設 

建築物の高さ  建築物の高さが10パーセント以

上増加しないこと。 

 建築物の延べ面

積  

建築物の延べ面積が10パーセン

ト以上増加しないこと。 

 延べ面積  延べ面積が10パーセント以上増

加しないこと。 

 対象事業実施区

域の位置 

新たに対象事業実施区域となる

部分の面積が修正前の対象事業

実施区域の面積の10パーセント

未満であること。 

 対象事業実施区

域の位置 

新たに対象事業実施区域となる

部分の面積が修正前の対象事業

実施区域の面積の10パーセント

未満であること。 

11 運動施

設、レク

リエーシ

ョン施設

等の建設 

対象事業実施区

域の位置 

新たに対象事業実施区域となる

部分の面積が修正前の対象事業

実施区域の面積の10パーセント

未満であり、かつ、市街化区域

内にあっては４ヘクタール未

満、市街化調整区域内にあって

は２ヘクタール未満であるこ

と。 

11 運動施

設、レク

リエーシ

ョン施設

等の建設

対象事業実施区

域の位置 

新たに対象事業実施区域となる

部分の面積が修正前の対象事業

実施区域の面積の10パーセント

未満であり、かつ、市街化区域

内にある場合にあっては４ヘク

タール未満、市街化調整区域内

にある場合にあっては２ヘクタ

ール未満であること。 

 形質変更区域の

位置(都市公園

の新設の事業に

限る。)  

修正後の形質変更区域の面積が

修正前の当該形質変更区域の面

積の10パーセント未満であり、

かつ、２ヘクタール未満である

こと。 

 形質変更区域の

位置(都市公園

の新設の事業に

限る。)  

修正後の形質変更区域の面積が

修正前の当該形質変更区域の面

積の10パーセント未満であり、

かつ、２ヘクタール未満である

こと。 

12 工業団

地の造成 

対象事業実施区

域の位置 

新たに対象事業実施区域となる

部分の面積が修正前の対象事業

実施区域の面積の10パーセント

未満であり、かつ、２ヘクター

ル未満であること。 

12 工業団

地の造成

対象事業実施区

域の位置 

新たに対象事業実施区域となる

部分の面積が修正前の対象事業

実施区域の面積の10パーセント

未満であり、かつ、２ヘクター

ル未満であること。 

 土地の利用計画

における工業の

用、商業の用、

住宅の用又はそ

の他の利用目的

ごとの土地の面

積 

土地の利用計画における工業の

用の土地の面積が修正前の当該

土地の面積の20パーセント以上

増加せず、又は１ヘクタール以

上増加しないこと。 

 土地の利用計画

における工業の

用、商業の用、

住宅の用又はそ

の他の利用目的

ごとの土地の面

積 

土地の利用計画における工業の

用の土地の面積が修正前の当該

土地の面積の20パーセント以上

増加せず、又は１ヘクタール以

上増加しないこと。 

13 流通業

務団地の

対象事業実施区

域の位置 

新たに対象事業実施区域となる

部分の面積が修正前の対象事業

13 流通業

務団地の

対象事業実施区

域の位置 

新たに対象事業実施区域となる

部分の面積が修正前の対象事業



 

 

造成 実施区域の面積の10パーセント

未満であり、かつ、２ヘクター

ル未満であること。 

造成 実施区域の面積の10パーセント

未満であり、かつ、２ヘクター

ル未満であること。 

 土地の利用計画

における工業の

用、商業の用、

住宅の用又はそ

の他の利用目的

ごとの土地の面

積 

土地の利用計画における工業の

用の土地の面積が修正前の当該

土地の面積の20パーセント以上

増加せず、又は１ヘクタール以

上増加しないこと。 

 土地の利用計画

における工業の

用、商業の用、

住宅の用又はそ

の他の利用目的

ごとの土地の面

積 

土地の利用計画における工業の

用の土地の面積が修正前の当該

土地の面積の20パーセント以上

増加せず、又は１ヘクタール以

上増加しないこと。 

14 土地区

画整理事

業 

対象事業実施区

域の位置 

新たに対象事業実施区域となる

部分の面積が修正前の対象事業

実施区域の面積の10パーセント

未満であり、かつ、８ヘクター

ル(森林法第５条第２項第１号

の規定により定められた森林の

区域を10ヘクタール以上含む場

合にあっては４ヘクタール)未

満であること。 

14 土地区

画整理事

業 

対象事業実施区

域の位置 

新たに対象事業実施区域となる

部分の面積が修正前の対象事業

実施区域の面積の10パーセント

未満であり、かつ、８ヘクター

ル(森林法第５条第２項第１号

の規定により定められた森林の

区域を10ヘクタール以上含む場

合にあっては４ヘクタール)未

満であること。 

 土地の利用計画

における工業の

用、商業の用、

住宅の用又はそ

の他の利用目的

ごとの土地の面

積 

土地の利用計画における工業の

用の土地の面積が修正前の当該

土地の面積の20パーセント以上

増加せず、又は４ヘクタール(森

林法第５条第２項第１号の規定

により定められた森林の区域を

10 ヘクタール以上含む場合にあ

っては２ヘクタール)以上増加

しないこと。 

 土地の利用計画

における工業の

用、商業の用、

住宅の用又はそ

の他の利用目的

ごとの土地の面

積 

土地の利用計画における工業の

用の土地の面積が修正前の当該

土地の面積の20パーセント以上

増加せず、又は４ヘクタール(森

林法第５条第２項第１号の規定

により定められた森林の区域を

10ヘクタール以上含む場合にあ

っては２ヘクタール)以上増加

しないこと。 

15 開発行

為に係る

事業(前

各項に掲

げるもの

を除く。) 

対象事業実施区

域の位置 

新たに対象事業実施区域となる

部分の面積が修正前の対象事業

実施区域の面積の10パーセント

未満であり、かつ、市街化区域

内にあっては４ヘクタール未

満、市街化調整区域内にあって

は２ヘクタール未満であるこ

と。 

15 開発行

為に係る

事業(前

各項に掲

げるもの

を除く。)

対象事業実施区

域の位置 

新たに対象事業実施区域となる

部分の面積が修正前の対象事業

実施区域の面積の10パーセント

未満であり、かつ、市街化区域

内にある場合にあっては４ヘク

タール未満、市街化調整区域内

にある場合にあっては２ヘクタ

ール未満であること。 

 土地の利用計画

における工業の

用、商業の用、

住宅の用又はそ

の他の利用目的

ごとの土地の面

積 

土地の利用計画における工業の

用の土地の面積が修正前の当該

土地の面積の20パーセント以上

増加せず、又は市街化区域内に

あっては２ヘクタール以上、市

街化調整区域内にあっては１ヘ

クタール以上増加しないこと。

 土地の利用計画

における工業の

用、商業の用、

住宅の用又はそ

の他の利用目的

ごとの土地の面

積 

土地の利用計画における工業の

用の土地の面積が修正前の当該

土地の面積の20パーセント以上

増加せず、又は市街化区域内に

ある場合にあっては２ヘクター

ル以上、市街化調整区域内にあ

る場合にあっては１ヘクタール

以上増加しないこと。 
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